
 

２０２6 郡上市創意くふう展  開催要項  

 【一般の部（高校生を含む）】  

 

１．趣   旨  

科学技術の開発は、社会、経済発展の原動力として大きな役割を果たし

てきています。  

こうした新しい科学技術は一朝一夕にして成るものではなく、絶え間な

い小さな発明くふうの創造活動が積み重ねられて達成されるものです。  

発明くふうする楽しさと創作する喜びを体得していただくことにより、

物事の創造・発想能力の向上の助けとなることを期待しています。  

 

２．主   催   一般社団法人  岐阜県発明協会  郡上支会  

 

後   援   郡上市・郡上市教育委員会・郡上市商工会・中日新聞社  

 

３．会   期   9 月１２日（土）・9 月１３日（日）  

         午前 9 時 30 分～午後４時 00 分  

 

会     場   郡上市総合文化センター１階展示場  

        郡上市八幡町島谷２０７－１   

 

４．応募資格     市内に在住する個人・グループ又は法人。  

        共同権者・共同出願人・共同発明者がいる場合は、必ず双方

の了承を得て応募すること。  

 

５．募集作品   

（１）特許・実用新案については、原則として過去５年以内に出願又は登

録されたもの。意匠については、過去４年以内に出願又は登録された

もの。ただし、賛助出品（無審査）は、この限りではない。  

（２）特許、実用新案及び意匠の出願を予定している方は、本展に申込ま

れる前に、特許庁への出願の手続を終了してください。  

（３）産業上又は日常生活に有益な新製品、アイデア作品など。ただし、

過去に本展に応募したことのあるもの及び文書・図面のみのものは対

象外とします。  

（４）出願されていないものや、登録されていない出願中のものも応募で

きますが、事前審査の対象とはしません。当日審査のみとなります。  

（５）作品の大きさは、縦・横・高さとも 100 ㎝以内、重さは 20kg 以

内とします。規格を超えた場合、展示及び審査の対象外となりますの

でご注意ください。  



６．申 込 方 法 

（１）所定の申込書に必要事項を記入の上、９月４日（金）までに提出し

てください（郵送・FAX 可）。  

（２）出品物説明書は、下記の作品搬入時にご提出ください。  

（３）お問い合わせ先・申込先  

     〒５０１-４２２２  郡上市八幡町島谷 130-1 

     （一社）岐阜県発明協会郡上支会事務局（郡上市産業観光部商工課内）  

       TEL(0575)67-1808  FAX(0575)67-1820 

 

７．搬入・搬出  

（１）搬  入   9 月９日（水）  

午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分  

（２）搬  出   9 月１３日（日）  

午後 4 時 00 分～午後 5 時 00 分  

                       

８．審 査 

（１）出品物の審査は、主催者・学識経験者で構成した審査委員会が審査

にあたります。  

    （２）審査日   9 月 1０日（木）  午前 10 時 00 分～  

 

９．表 彰  

9 月１３日（日）  最終日に、郡上市総合文化センター１階展示場で表

彰式を行う予定です。  

金賞１名、銀賞１名、銅賞１名の計３名の方に賞状と楯と副賞をお贈り

致します。  

「副賞」（金賞：商品券 1 万円  銀賞：商品券 5 千円         

 銅賞：商品券 3 千円）  

 

10．入賞者の発表  

（１）会期中、新聞発表の他に主催者から入賞者へ連絡いたします。  

（２）優秀な作品は、一般社団法人岐阜県発明協会主催の「２０２6年岐阜県

発明くふう展」に推薦します。  

      【会  期】  １０月１６日 (金 )～１０月１９日 (月 )[４日間] 

【会  場】「マーサ２１」（岐阜市正木中 1-2-1）  

      

11．出品物の管理・その他  

・作品の搬入後、取扱保管には最善の注意を払いますが、万一、火災や盗

難その他不可抗力により紛失又は破損した場合、一切責任を負いません。  

・特に多数の観覧者が来場する展覧会場において作品に破損・故障等が発

生した場合についての責任は負いかねますので、予めご了承ください。  

・入賞作品の著作権は岐阜県発明協会  郡上支会に帰属します。  

・入賞作品はポスター、チラシ、広報誌、HP への掲載等に使用します。  


